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１ マスターファイル体系 

（３） 使用方法が特殊なコード 

項番 コード名称等 
マスター 
種別 内    容 

２０ （加評） コメント 

 「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療

養（平成１８年厚生労働省告示第４９５号）」第１条第５号の

２又は第７号の２に規定する再生医療等製品を使用又は支給し

た場合に、電子レセプトに当該再生医療等製品を他の再生医療

等製品と区分して記録するためのコードである。 

２１ 

（検選） 

（リハ選） 

（精選） 

コメント 

 「診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９

号）」に規定する回数を超えて行った診療であって、「保険外

併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等（平成１８年

厚生労働省告示第４９８号）」の第７号の５に規定する診療報

酬の請求である場合に、電子レセプトに記録するためのコード

である。 

２２ 検体検査の検体名 
医科診療

行為 

 検体検査に検体名を組み合わせて記録するためのコードであ

る。 

 診療行為マスターに収載する検体を表すコードは「別紙７－

９１１」のとおりである。 

２３ 
手術前医学管理料による２枚以

上撮影 

医科診療

行為 

 手術前医学管理料に含まれる写真診断及び撮影と同時に、２

枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場

合の第２枚目から第５枚目までの写真診断及び撮影のコードで

ある。 

２４ 
短期滞在手術等基本料による２

枚以上撮影 

医科診療

行為 

 短期滞在手術等基本料１又は２に含まれる写真診断及び撮影

と同時に、２枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮

影を行った場合の第２枚目から第５枚目までの写真診断及び撮

影のコードである。 

２５ ％加算の注加算、通則加算 

医科・ 

歯科診療

行為 

 「診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９

号）」の「別表第１ 医科診療報酬点数表」（以下「医科点数

表」という。）及び「厚生労働省関連通知」（以下「医科点数

表等」という。）又は同「別表第２ 歯科診療報酬点数表」

（以下「歯科点数表」という。）及び「厚生労働省関連通知」

（以下「歯科点数表等」という。）に「所定点数の○○／１０

０に相当する点数を加算して算定する。」と規定する診療行為

の所定点数を、百分率（○○／１００）で加算するためのコー

ドである。電子レセプトに、診療行為コードと当該コードを組

み合わせて記録する。 

２６ 診療行為の逓減 

医科・ 

歯科診療

行為 

 医科点数表等又は歯科点数表等に「所定点数の○○／１００

に相当する点数により算定する。」と規定する診療行為の所定

点数を、百分率（○○／１００）で逓減するためのコードであ

る。 

 電子レセプトに、診療行為コードと当該コードを組み合わせ

て記録する。 

    

 

 

 

 

   

    



 

３ マスターファイルのレコード情報表記仕様 

（７） 医科診療行為マスター 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

２８ 日数・回数 数字 １ 固定  項番２７「実日数」を細分化する情報を、下表に基づき設

定する。 

 

 設定条件と対象診療行為は「別紙７－４６」のとおりであ

る。 

  

  項番 実日数 日数・回数 対 象 診 療 行 為  

  １ ０ ０ 当該診療行為の算定回数と実日数の確認を要しない診療行為  

  ２ １ ０ 当該診療行為の算定回数が実日数以下である確認を要する診療行為  

  ３ 
２ 

１ 初診料  

  ４ ２ 再診料、外来診療料自体、又は再診料、外来診療料が含まれる診療行為  

  ５ ３ ３ 入院基本料、特定入院料  

  ６ ４ ０ 外泊  

  

２９ 医薬品関連区分 数字 １ 固定  医薬品の種類を算定要件とする診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ０：「１」から「４」以外の診療行為 

 １：麻薬加算、毒薬加算、覚醒剤加算、向精神薬加算、麻

薬注射加算 

 ３：神経ブロック（神経破壊剤使用） 

 ４：生物学的製剤加算 

 

 きざみ値  

３０  きざみ値計算識別 数字 １ 固定  きざみ値により算定する診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：きざみ値により算定しない診療行為（項番１２「新又

は現点数」により算定する。） 

 １：きざみ値により算定する診療行為 

 

 きざみ値による計算対象の診療行為は、原則、数量データ

の値により算定する点数が３段階以上あり、同一点数の数量

データの範囲ときざみ値ごとに加算する点数が一定である診

療行為を設定の対象とする。 

 なお、「１：きざみ値により算定する診療行為」を設定し

た診療行為のうち、一部の診療行為は、上記の基準を満たさ

ない場合がある。 

 

３１  下限値 数字 ８ 可変  数量データの下限値を表す。 

 下限値に制限がない場合は「０」を設定する。 

３２  上限値 数字 ８ 可変  数量データの上限値を表す。 

 上限値に制限がない場合は「９９９９９９９９」を設定す

る。 

３３  きざみ値 数字 ８ 可変  項番３４「きざみ点数」を適用する数量データの単位を表



 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

す。 

３４  きざみ点数 数字 １０ 可変  整数部「７桁」、小数点「１桁」及び小数部「２桁」の組

み合わせで設定する。 

３５  上下限エラー処理 数字 １ 固定  当該診療行為の数量データが「下限値－きざみ値」以下又

は「上限値」を超えた場合の処理を表す。 

 上下限エラー処理は、下表の区分により「０」から「３」

の値を設定する。 

 

 上下限エラー処理の設定条件は「別紙７－５７」のとおり

である。 

 

 上下限エラー処理 

データ範囲 
０ １ ２ ３ 

 
データ≦（下限値－きざみ値） 基本点数 基本点数 

点数算定せず 

（返戻） 

点数算定せず 

（返戻） 

 

 
（下限値－きざみ値）＜データ≦下限値 基本点数 基本点数 基本点数 基本点数 

 

 
下限値＜データ≦上限値 点数算定式１ 点数算定式１ 点数算定式１ 点数算定式１ 

 
上限値＜データ 

点数算定式１ 

（警告） 
点数算定式２ 

点数算定式１ 

（警告） 
点数算定式２ 

 

  【点数算定式１】 

                       データ － 下限値 

      基本点数＝  基本点数 ＋                 × きざみ点数  

                          きざみ値 

 

  【点数算定式２】 

                       上限値 － 下限値 

      基本点数＝  基本点数 ＋                 × きざみ点数  

                          きざみ値 

 

              ：切上げ       ：四捨五入 

 

 上限回数  

３６  上限回数 数字 ３ 可変  当該診療行為の算定可能な回数を表す。 

 算定回数に制限がない場合は「０」を設定する。 

３７  上限回数エラー処理 数字 １ 固定  当該診療行為の算定回数が、上限回数を超えた場合の処理
方法を表す。 
 
 ０：上限回数を確認する。 
 １：上限回数を算定する。 

 

 

 

 

     

 



 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 注加算  

３８  注加算コード 数字 ４ 可変  注加算が算定可能な診療行為（基本項目、合成項目及び準
用項目）と注加算を関連付ける任意の同一番号を設定する。 
 
 項番６８「告示等識別区分（１）」に「７：加算項目」を

設定している診療行為のうち、注加算コードを設定せずに専

用の項目を設定して算定可否を判定する診療行為は「別紙７

－６８」のとおりである。 

３９  注加算通番 英数 １ 固定  １つの診療行為に対して同時に算定が可能な注加算に、異
なる番号を設定する。 
 注加算が算定可能な診療行為（基本項目、合成項目及び準
用項目）に「０」を、注加算である診療行為に「１」から
「９」及び「Ａ」から「Ｚ」（昇順、アルファベット順）を
設定する。 
 
 注加算コードと注加算通番の関連は「別紙７－７９」のと
おりである。 

４０ 通則年齢 数字 １ 固定  年齢に関する通則加算及び注加算（医科点数表区分番号Ｅ
００２に掲げる撮影の注２に限る。以下この項番において
「年齢に関する注加算」という。）を算定可能な診療行為で
あるかを表す。 
 
 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 
 ０：年齢に関する通則加算を算定できない診療行為 
 １：年齢に関する通則加算を算定可能な診療行為 
 ２：年齢に関する注加算を算定可能な診療行為 
 
 ＜加算項目、通則加算項目＞ 
 ０：年齢に関する通則加算以外の診療行為 
 １：年齢に関する通則加算自体 
 ２：年齢に関する注加算自体 
 
※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８
「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

４５  対象施設基準 数字 ４ 可変  基準を満たさない場合、逓減した点数を算定する診療行為

の算定要件が、施設基準に関するものであるか否かを表す。 

 

 施設基準コードは「別紙７－８１０」のとおりである。 

４６ 処置乳幼児加算区分 数字 １ 固定  処置乳幼児加算を算定可能な診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」から「５」以外の診療行為 

 １：３歳未満乳幼児加算（処置）（１１０点）を算定可能

な診療行為 

 ２：３歳未満乳幼児加算（処置）（５５点）を算定可能な

診療行為 

 ３：６歳未満乳幼児加算（処置）（１１０点）を算定可能

な診療行為 

 ４：６歳未満乳幼児加算（処置）（８３点）を算定可能な

診療行為 

 ５：６歳未満乳幼児加算（処置）（５５点）を算定可能な

診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：「１」から「５」以外の診療行為 

 １：３歳未満乳幼児加算（処置）（１１０点）自体 

 ２：３歳未満乳幼児加算（処置）（５５点）自体 

 ３：６歳未満乳幼児加算（処置）（１１０点）自体 

 ４：６歳未満乳幼児加算（処置）（８３点）自体 

 ５：６歳未満乳幼児加算（処置）（５５点）自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

４７ 極低出生体重児加算区

分 

数字 １ 固定  極低出生体重児加算（手術）（４００％）又は新生児加算

（手術）（３００％）を算定可能な診療行為であるか否かを

表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」以外の診療行為 

 １：極低出生体重児加算（手術）（４００％）又は新生児

加算（手術）（３００％）を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：「１」以外の診療行為 

 １：極低出生体重児加算（手術）（４００％）又は新生児

加算（手術）（３００％）自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

      



 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

５６ 外来管理加算区分 数字 １ 固定  外来管理加算を算定できない診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：外来管理加算を算定できない診療行為 

 ２：外来管理加算自体 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 「０」を設定する。 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

 旧点数  

５７  点数識別 数字 １ 固定  項番５８「旧点数」に設定した点数等の種別を表す。 

 

 ０：診療報酬改定又はそれ以降に新設された診療行為 

 １：金額 

 ３：点数（プラス） 

 ４：購入価格（点数） 

 ５：％加算 

 ６：％減算 

 ７：減点診療行為 

 ８：点数（マイナス） 

 

 点数識別の詳細は「別紙７－１」のとおりである。 

 

５８  旧点数 数字 １０ 可変  診療報酬改定前の点数等を、整数部「７桁」、小数点「１

桁」及び小数部「２桁」の組み合わせで設定する。 

５９ 漢字名称変更区分 数字 １ 固定  当該項目の変更有無を表す。 

 

 ０：当該項目の内容に変更なし 

 １：当該項目の内容に変更あり 

 

６０ カナ名称変更区分 数字 １ 固定 

６１ 検体検査コメント 数字 １ 固定 検体検査の検体を補足する検体コメントであるか否かを表

す。 

 

０：検体コメント以外の診療行為 

１：検体コメント 

 

検体検査コメントは、「別紙７－９１１」のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

    

 



 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

６２ 通則加算所定点数対象

区分 

数字 １ 固定  通則加算を行う場合に、所定点数の対象となる診療行為で

あるか否かを表す。 

 

 ０：所定点数の対象となる診療行為 

 １：所定点数の対象とならない診療行為 

 

６３ 包括逓減区分 

 

数字 ３ 可変  点数を逓減する対象検査等のグループ区分を表す。 

 

 包括逓減区分コードは、「別紙７－１０１２」のとおりで

ある。 

 

６４ 超音波内視鏡加算区分 数字 １ 固定  超音波内視鏡加算を算定可能な診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：超音波内視鏡加算を算定できない診療行為 

 １：超音波内視鏡加算を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：超音波内視鏡加算以外の診療行為 

 １：超音波内視鏡加算自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

６５ 予備 数字 ２ 可変  未使用：「０」を設定する。 

６６ 点数欄集計先識別 

（入院） 

数字 ３ 可変  入院レセプトの点数欄に集計する診療行為の集計先を表

し、入院レセプトに使用する診療行為以外は「０」を設定す

る。 

 

 点数欄集計先コードは「別紙７－２」のとおりである。 

６７ 自動吻合器加算区分 数字 １ 固定  自動吻合器加算を算定可能な診療行為であるか否かを表

す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：自動吻合器加算（５，５００点）を算定できない診療

行為 

 ２：自動吻合器加算（５，５００点）を算定可能な診療行

為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：自動吻合器加算（５，５００点）以外の診療行為 

 ２：自動吻合器加算（５，５００点）自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

      



 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

６８ 告示等識別区分（１） 数字 １ 固定  診療行為コードを電子レセプトに記録する際の診療行為の

取扱い（種別）を表す。 

 

 １：基本項目（告示） 

 ３：合成項目 

 ５：準用項目（通知） 

 ７：加算項目 

 ９：通則加算項目 

 

 医科点数表等の規定と異なる設定をしている事例は「別紙

７－１１１３」のとおりである。 

 

６９ 告示等識別区分（２） 数字 １ 固定  医科点数表等に規定する診療行為の取扱い（種別）を表

す。 

 

 １：基本項目 

 ３：合成項目 

 ７：加算項目 

 

７０ 地域加算 数字 １ 固定  地域加算に関する診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「７」以外の診療行為 

 １：１級地地域加算自体 

 ２：２級地地域加算自体 

 ３：３級地地域加算自体 

 ４：４級地地域加算自体 

 ５：５級地地域加算自体 

 ６：６級地地域加算自体 

 ７：７級地地域加算自体 

 

７１ 病床数区分 数字 １ 固定  病床数に関連する診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「６」以外の診療行為 

 １：許可病床（１～９９床） 

 ２：許可病床（１００～１９９床） 

 ３：許可病床（０～１９９床） 

 ４：許可病床（２００床以上） 

 ５：一般病床（０～１９９床） 

 ６：一般病床（２００床以上） 

 

７２ 

～  
８１ 

施設基準①～⑩  ４０   施設基準を要する診療行為に、先頭から最大１０項目まで

施設基準コードを設定する。 

 施設基準コード 数字 (4) 可変  施設基準を要する診療行為であるか否かを表す。 

 

 施設基準コードは「別紙７－８１０」のとおりである。 

       

 

 



 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

８８ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した診療行為コード以外は「９９９９９９９

９」を設定する。 

８９ 公表順序番号 数字 ９ 可変  項番９０から９４の「コード表用番号」による順序番号を

設定する。 

 コード表用番号（アルファベット部を除く）  医科点数表の章、部、区分番号（アルファベット部は除

く。）及び項番に基づき設定する。 

 

 コード表用番号の設定は「別紙７－１２１４」のとおりで

ある。 

９０  章 数字 １ 固定  

９１  部 数字 ２ 固定  

９２  区分番号 数字 ３ 固定  

９３  枝番 数字 ２ 固定  

９４  項番 数字 ２ 固定  

 告示・通知関連番号 

（アルファベット部を除く） 

 医科点数表に規定する診療行為を準用する場合、準用元の

項番９０から９４の「コード表用番号（アルファベット部は

除く。）」を設定する。 

 準用項目以外の場合：未使用 

９５  章 数字 １ 固定  未使用の場合：「０」を設定する。 

９６  部 数字 ２ 固定  未使用の場合：「００」を設定する。 

９７  区分番号 数字 ３ 固定  未使用の場合：「０００」を設定する。 

９８  枝番 数字 ２ 固定  未使用の場合：「００」を設定する。 

９９  項番 数字 ２ 固定  未使用の場合：「００」を設定する。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

117 点数表区分番号 英数 ３０ 可変  「厚生労働省が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷

病名」（厚生労働省告示第95 号）に収載されている区分番号

等（診療区分コードを除く。また、当該告示において「この

項の手術の欄に掲げる手術以外の手術」に該当する手術につ

いては、「別紙７－１３１５」を例に設定する。）を設定す

る。 なお、当該区分番号において、診療報酬改定後に保険

適用となる診療行為は設定の対象外とする。 

 

 

118 モニタリング加算 英数 １ 固定  非侵襲的血行動態モニタリング加算を算定可能な診療行為

であるか否か又は術中脳灌流モニタリング加算自体を表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：非侵襲的血行動態モニタリング加算を算定可能な診療

行為 

 ２：非侵襲的血行動態モニタリング加算を算定する場合に

実施している必要がある手術 

  

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：「１」及び「３」以外の診療行為 

 １：非侵襲的血行動態モニタリング加算自体 

 ３：術中脳灌流モニタリング加算自体 

 

119 凍結保存同種組織加算 英数 １ 固定  凍結保存同種組織加算を算定可能な診療行為であるか否か

を表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：凍結保存同種組織加算を算定できない診療行為 

 １：凍結保存同種組織加算を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：凍結保存同種組織加算以外の診療行為 

 １：凍結保存同種組織加算自体 

 

120 悪性腫瘍病理組織標本

加算 

英数 １ 固定  悪性腫瘍病理組織標本加算の算定要件を満たす診療行為で

あるか否かを表す。 

 

 ＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

 ０：悪性腫瘍病理組織標本加算を算定できない診療行為 

 １：悪性腫瘍病理組織標本加算を算定可能な診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：悪性腫瘍病理組織標本加算以外の診療行為 

 １：悪性腫瘍病理組織標本加算自体 

 

 

 

    
 



 

（８） 歯科診療行為マスター 

ア 基本テーブル 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

３２ 逓減対象区分 数字 １ 固定  算定回数によって逓減計算の対象となる診療行為であるか

否かを表す。 

 

 ＜基本項目＞ 

 ０：逓減計算の対象とならない診療行為 

 １：逓減計算の対象となる診療行為 

 

 ＜加算項目、通則加算項目＞ 

 ０：逓減コード以外の診療行為 

 １：逓減コード自体 

 

 加算コードの構成は、「別紙８」の３のとおりである。 

 

３３ 包括逓減区分 数字 ３ 可変  逓減する対象検査等のグループ区分を表す。 

 

 包括逓減区分コードは「別紙７－１０１２」のとおりであ

る。 

 基準適合識別  

３４  適合区分  数字 １ 固定 

 

 当該診療行為が基準を満たさない場合、逓減した点数を算

定する診療行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」及び「２」以外の診療行為 

 １：逓減コード自体 

 ２：基準を満たさない場合、逓減した点数を算定する診療

行為 

 

３５  対象施設基準 数字 ４ 可変 

 

 基準を満たさない場合、逓減した点数を算定する診療行為

の要件が、施設基準に関するものであるか否かを表す。 

 

 施設基準コードは「別紙７－８１０」のとおりである。 

３６ 

～  
４５ 

施設基準①～⑩ 施設基準を要する診療行為に、先頭から最大１０項目まで施

設基準コードを設定する。 

 施設基準コード 数字 ４ 可変  施設基準を要する診療行為であるか否かを表す。 

 

 施設基準コードは「別紙７－８１０」のとおりである。 

４６ 通則加算グループ 英数 ４ 固定  基本・通則加算対応テーブルの参照先グループ番号を表

す。 

４７ 基本加算グループ 英数 ４ 固定  基本・基本加算対応テーブルの参照先グループ番号を表

す。 

４８ 注加算グループ 英数 ４ 固定  基本・注加算対応テーブルの参照先グループ番号を表す。 

４９ 手技・材料加算グルー

プ 

英数 ４ 固定  手技・材料加算対応テーブルの参照先グループ番号を表

す。 

 

 
    

 



 

コ 実日数関連テーブル 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１１ 日数・回数 数字 １ 固定  項番１０「実日数」の細分化する情報を、下表に基づき設定す

る。 

 

 設定条件と対象診療行為は「別紙７－４６」のとおりである。 

 

  

  項番 実日数 日数・回数 対 象 診 療 行 為 

  １ ０ ０ 当該診療行為の算定回数と実日数の確認を要しない診療行為 

  ２ １ ０ 当該診療行為の算定回数が実日数以下である確認を要する診療行為 

  ３ 
２ 

１ 初診料 

  ４ ２ 再診料、外来診療料自体、又は再診料、外来診療料が含まれる診療行為 

  ５ ３ ３ 入院基本料、特定入院料 

  ６ ４ ０ 外泊 

  

１２ 変更年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の情報に変更等が生じた場合、適用となる日

付を西暦年「４桁」、月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表

す。 

１３ 廃止年月日 数字 ８ 固定  当該診療行為の使用が可能な最終日付を西暦年「４桁」、

月「２桁」及び日「２桁」の８桁で表す。 

 なお、廃止した歯科診療行為コード以外は「９９９９９９

９９」を設定する。 

１４ 予備 数字 ３ 可変  未使用：「０」を設定する。 

 

  



 

（９） 調剤行為マスター 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

１ 変更区分 数字 １ 固定  マスター内容の異動状況を表す。 

 

 ０：前マスターの内容と同じであることを表す。 

 ３：新規 

 ５：変更 

 ９：廃止 

 

 「９：廃止」は、当該コードが使用できなくなったことを

表す。 

 次回のマスター更新時に、当該コードを削除する。 

 

２ マスター識別 英数 １ 固定  「Ｍ」を設定する。 

 （調剤行為マスターであることを表す。） 

３ 調剤行為コード 数字 ９ 固定  

  区分  (1)   調剤行為コードを表す「４」を設定する。 

  番号  (8)   調剤行為ごとに重複しない番号を設定する。 

 調剤行為名称  出力紙レセプト等に出力する名称（省略名称）を設定す

る。 

４  漢字有効桁数 数字 ２ 可変  項番５「漢字名称」の文字数を表す。 

５  漢字名称 漢字 ６４ 可変  漢字：３２文字 

６  カナ有効桁数 数字 ２ 可変  項番７「カナ名称」の文字数を表す。 

７  カナ名称 英数 

カナ 

２０ 可変  半角英数カナ：２０文字 

 項番５「漢字名称」のカナ名称を表す。 

８ レセプト表示用記号コ

ード 

数字 ２ 固定  出力紙レセプト等に出力する加算料及び薬学管理料の記号

に対応したコードを設定する。 

 

 レセプト表示用記号コードは、「別紙９－１」のとおりで

ある。 

９ レセプト表示順番号 数字 ２ 固定  出力紙レセプト等に出力する記号の表示順を設定する。 

 加算料及び薬学管理料以外の場合は「００」を設定する。 

１０ 新又は現点数点数識別 数字 １ 固定  項番１２「新又は現点数（基本点数）」に設定した点数等

の種別を表す。 

 

 ３：点数（プラス） 

 ５：％加算 

 ６：％減算 

 ７：分数減算 

 ８：整数倍点数 

 ９：点数（マイナス） 

 

なお、「６：％減算」において、複数の医療機関から交付

された処方箋を同時に受付けた場合の点数計算は、「別紙

９－２の１」のとおりである。 

 

１１ 調剤数量計算フラグ 数字 １ 固定  調剤数量により算定する調剤行為であるか否かを表す。 



 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

 

 ０：調剤数量により算定しない調剤行為 

 １：調剤数量により算定する調剤行為 

 

 点数計算  ２９   点数の計算方法は「別紙９－２の２～４」のとおりであ

る。 

１２  新又は現点数(基本

点数) 

数字 (9) 可変  下２桁を小数点以下とする９桁の数字で設定する。 

１３  きざみ値計算識別 数字 (1) 固定  きざみ値により計算を行う調剤行為であるか否かを表す。 

 

 ０：きざみ計算を行わない調剤行為 

 １：きざみ計算を行う調剤行為 

 

 きざみ値による計算の対象調剤行為の基準は、原則、記録

条件仕様に規定する調剤情報レコードの「調剤数量」欄（以

下「点数計算」の項において、単に「調剤数量」という。）

の値により、同一点数のデータの範囲ときざみ値ごとに加算

する点数が一定である調剤行為を設定対象とする。 

 

１４  下限値 数字 (3) 固定  調剤数量の下限値を表す。 

 下限値に制限がない場合は「０００」を設定する。 

１５  上限値 数字 (3) 固定  調剤数量の上限値を表す。 

 上限値に制限がない場合は「９９９」を設定する。 

１６  きざみ値 数字 (3) 可変  項番１７「きざみ点数」を適用する単位を表す。 

１７  きざみ点数 数字 (9) 可変  下２桁を小数点以下とする９桁の数字で設定する。 

１８  上下限エラー処理 数字 (1) 固定  「０」を設定し、調剤数量と項番１４「下限値」及び項番

１５「上限値」の値に応じた点数計算を行う。 

 

 なお、点数の計算方法は、「別紙９－２」のとおりであ

る。 

 減算項目     

１９  減算行為区分 数字 １ 固定  調剤基本料の減算等に関する調剤行為であるか否かを表

す。 

 

 ０：「１」及び「９」以外の調剤行為 

 １：調剤基本料の減算自体 

 ９：分割調剤の減算自体 

 

２０  減算対象行為区分 数字 １ 固定  減算対象の調剤行為であるか否かを表す。 

 

 ０：「１」から「５」以外の調剤行為 

 １：減算行為区分「１」の減算対象となる調剤行為 

 ４：減算行為区分「９」の減算対象となる調剤行為 

 ５：減算行為区分「１」及び「９」の減算対象となる調剤

行為 
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別紙６－１ 

 

コメントパターンの種類と記録方法 

 

１ コメントパターン「１０」 

保険医療機関等が電子レセプトに記録したコメント文の文字列を、そのまま出力紙レセプト等に出

力する。 

例） 

コメントコード コメント文（保険医療機関等の記録） 

810000001 ４月７日 患者の容態が急変し、緊急処置が必要と判断したため。 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

11 01  ４月７日 患者の容態が急変し、緊急処置が必要と判断し 

たため。 

 

２ コメントパターン「２０」 

コメントコードに設定しているコメント文を、出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

820000002 自費から ※ 記録の必要なし 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

11 02  自費から 

 

３ コメントパターン「３０」 

コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関等が記録したコメント文を付加し

て出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

830181200 撮影部位（単純撮影）肩＿； 右 

 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

70 01  撮影部位（単純撮影）肩＿；右 

 

４ コメントパターン「３１」 

コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関が記録した診療行為コード（医科）

の省略漢字名称を付加して出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

831110002 
入院後３日以内に実施した主要な診療

行為（救急医療管理加算２） 
１４０００５６１０ 

 
＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 
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90 02  入院後３日以内に実施した主要な診療行為（救急医療管理

加算２）；酸素吸入 

 

５ コメントパターン「４０」 

コメントコードに設定しているコメント文と、保険医療機関等が記録した数字のコメント文を組み

合せて出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

840000003   月  日まで乳幼児 ０４１０ 

※ 下線部に挿入する数字の文字列を記録する。 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

11 03   ４月１０日まで乳幼児 

 

６ コメントパターン「４２」 

コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関等が記録した値（数値として取り

扱うものに限る。）を付加して出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

842100057 通算実施回数（持続緩徐式血液濾過） ３ 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

40 02  通算実施回数（持続緩徐式血液濾過）；３ 

 

７ コメントパターン「５０」 

コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関等が記録した年月日情報（ＧＹＹ

ＭＭＤＤ形式）を付加して出力紙レセプト等に出力する 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

850100186 算定開始年月日（呼吸心拍監視等） ５０２０９１１ 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

60 02  算定開始年月日（呼吸心拍監視等）；令和 ２年 ９月１

１日 

 

８ コメントパターン「５１」 

コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関等が記録した時刻情報（ＨＨＭＭ

形式）を付加して出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

851100004 検査開始時刻（時間外緊急院内検査加算） ０５４５ 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

60 01  検査開始時刻（時間外緊急院内検査加算）； ５時４５分 
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９ コメントパターン「５２」 

コメントコードに設定しているコメント文の後に、保険医療機関等が記録した時間（分）情報を付

加して出力紙レセプト等に出力する。 

例） 

コメントコード 
コメントマスターの 
定型のコメント文 

コメント文 
（保険医療機関等の記録） 

852100007 診療時間（通院・在宅精神療法） ０００７５ 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

80 01  診療時間（通院・在宅精神療法）；７５分 

 

10 コメントパターン「９０」 

保険医療機関等が記録した修飾語マスターに収載する修飾語コード（複数記録可）を、翻訳して出

力紙レセプト等に出力する。 

例）「右足」を出力する場合、修飾語コードの「2056：右」と「1066：足」を記録する。 

コメントコード 
コメント文 

（保険医療機関等の記録） 

890000001 ２０５６１０６６ 
 

＜出力紙レセプトへの出力イメージ＞ 

40 01  右足 
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別紙７－８ 

 

施設基準コード関連情報 

 

１ 施設基準コード一覧 

施設基準コード 施設基準 

  

 ８１６ ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判定） 

  

３３４５ ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判定） 

３５５６ 抗菌薬適正使用支援加算 

３５５８ 
データ提出加算１（許可病床数２００床以上）及びデータ提出加算３（許可病
床数２００床以上） 

３５５９ 
データ提出加算１（許可病床数２００床未満）及びデータ提出加算３（許可病
床数２００床未満） 

３５６０ 
データ提出加算２（許可病床数２００床以上）及びデータ提出加算４（許可病
床数２００床以上） 

３５６１ 
データ提出加算２（許可病床数２００床未満）及びデータ提出加算４（許可病
床数２００床未満） 

  

３５６２ 
入院時支援加算１（入退院支援加算）及び入院時支援加算２（入退院支援加
算） 

  

３６６０ データ提出加算３（許可病床数２００床以上） 

３６６１ データ提出加算３（許可病床数２００床未満） 

３６６２ データ提出加算４（許可病床数２００床以上） 

３６６３ データ提出加算４（許可病床数２００床未満） 

３６６４ 入院時支援加算１ 

３６６５ 入院時支援加算２ 

  

３６８３ 救急搬送看護体制加算２ 

  

１３４９ 手術用顕微鏡加算（加圧根管充填処置） 

  

１３６４ 手術用顕微鏡加算（根管内異物除去） 
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２ 名寄せコード一覧 

名寄せコードとは、原則として７つ以上の施設基準要件があり、そのうち、何れかの要件を満たし

ている場合、算定できる診療行為コードに設定する。 

下表の名寄せ先に、名寄せ元を代表する施設基準コードを設定し、該当診療行為の施設基準の要件

に読み替える。 

名寄せ先 名寄せ元 
備  考 

コード 名 称 コード 名 称 

8008 

脳血管疾患等リハビ
リテーション料
（Ⅱ）又は（Ⅲ）
（注５に規定する施
設基準）（名寄せコ
ード） 

3352 
脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料（Ⅱ）（注５に規定する施
設基準） 

【留意事項通知】 
「Ｈ００１ 脳血管疾患等
リハビリテーション料」の
（６） 
・脳血管疾患等リハビリテ
ーション料は（Ⅱ）の届出
を出していた場合であって
もあんまマッサージ指圧師
等が実施した場合は（Ⅲ）
を算定するため、項番４５
「対象施設基準」に複数の
施設基準コードを示す名寄
せコードを設定 

3353 
脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料（Ⅲ）（注５に規定する施
設基準） 

8009 

運動器リハビリテー
ション料（Ⅰ）、
（Ⅱ）又は（Ⅲ）
（注５に規定する施
設基準）（名寄せコ
ード） 

3354 
運動器リハビリテーション料
（Ⅰ）（注５に規定する施設基
準） 

【留意事項通知】 
「Ｈ００２ 運動器リハビ
リテーション料」の（７）
（９） 
・運動器リハビリテーショ
ン料は（Ⅰ）、（Ⅱ）の届
出を出していた場合であっ
てもあんまマッサージ指圧
師等が実施した場合は
（Ⅲ）を算定するため 

3355 
運動器リハビリテーション料
（Ⅱ）（注５に規定する施設基
準） 

3356 
運動器リハビリテーション料
（Ⅲ）（注５に規定する施設基
準） 

8019 

外来リハビリテーシ
ョン診療料（経過措
置に係るコード）
（名寄せコード） 

3351 
脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料（Ⅰ）（注５に規定する施
設基準） 

【点数表】 
Ｂ００１－２－７ 外来リハ
ビリテーション診療料 注
1 
を基に設定 

3352 
脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料（Ⅱ）（注５に規定する施
設基準） 

3353 
脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料（Ⅲ）（注５に規定する施
設基準） 

3354 
運動器リハビリテーション料
（Ⅰ）（注５に規定する施設基
準） 

3355 
運動器リハビリテーション料
（Ⅱ）（注５に規定する施設基
準） 

3356 
運動器リハビリテーション料
（Ⅲ）（注５に規定する施設基
準） 
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名寄せ先 名寄せ元 
備  考 

コード 名 称 コード 名 称 

8026 

初診料注１又は注２
（Ｃ０００注１４に
規定する施設基準）
（歯科）（名寄せコ
ード） 

1351 
初診料（歯科）の注１に掲げる
基準 【点数表】 

Ｃ０００ 注１４ 
を基に設定 1313 

地域歯科診療支援病院歯科初診
料 
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別紙７－１０ 

 

包括逓減区分コード一覧 

 

コード 内   容 コード 内   容 

０ 逓減規定なし ７２ 膀胱尿道ファイバースコピー 

１７ 
心臓カテーテル法による諸検査（左
心） 

７３ 尿管カテーテル法 

１８ 
心臓カテーテル法による諸検査（右
心） 

７４ ヒステロスコピー 

１９ 肺臓カテーテル法 ７５ コルポスコピー 

２０ 肝臓カテーテル法 ７６ 子宮ファイバースコピー 

２５ 体液量測定 ７７ 細胞外液量測定 

２６ 血流量測定 ７８ 循環血流量測定 

２７ 皮弁血流検査 ７９ 
電子授受式発消色性インジケーター使用
皮膚表面温度測定 

２９ 血管伸展性検査 ８０ 循環血液量測定 

３０ 心拍出量測定 ８１ リアルタイム解析型心電図 

３１ 循環時間測定 ８２ 
サイクルエルゴメーターによる心肺機能
検査 

３２ 脳循環測定（色素希釈法） ８３ 腎盂尿管ファイバースコピー 

３３ 脳循環測定（笑気法） ８５ 顎関節鏡検査 

３４ 心電図検査 ８６ 乳管鏡検査 

３５ 負荷心電図検査 ８７ 膵臓カテーテル法 

３６ ホルター型心電図検査 ８９ 脈波図、心機図、ポリグラフ検査 

３７ トレッドミルによる負荷心肺機能検査 ９０ 鼻咽腔直達鏡検査 

３９ 心音図検査 ９１ 縦隔鏡検査 

４０ 超音波検査 ９２ エレクトロキモグラフ 

４１ サーモグラフィー検査 ９３ 体表面心電図 

５２ 関節鏡検査 ９４ 心外膜興奮伝播図 

５３ 喉頭直達鏡検査 ９５ 
携帯型発作時心電図記録計使用心電図検
査 

５４ 
嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイ
バースコピー（部位を問わず一連につ
き） 

９６ 肛門鏡検査 

５５ 喉頭ファイバースコピー ９７ 小腸内視鏡検査（カプセル型内視鏡） 

５６ 中耳ファイバースコピー ９８ 小腸内視鏡検査（その他） 

５８ 気管支ファイバースコピー ９９ 喘息運動負荷試験 

５９ 胸腔鏡検査 １００ 植込型心電図検査 

６１ 食道ファイバースコピー １０１ 内視鏡下嚥下機能検査 

６３ 胃・十二指腸ファイバースコピー １０２ 膀胱尿道鏡検査 

６４ 胆道ファイバースコピー １０３ Ｔ波オルタナンス検査 

６６ 直腸鏡検査、コロンブラッシュ法 １０４ 時間内歩行試験 

６７ 直腸ファイバースコピー １０５ 消化管通過性検査 

６８ 大腸内視鏡検査 １０７ 大腸内視鏡検査（カプセル型内視鏡） 

６９ 腹腔鏡検査 １０８ 皮膚灌流圧測定 

７０ 腹腔ファイバースコピー １０９ シャトルウォーキングテスト 

７１ クルドスコピー １１０ 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査 
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コード 内   容 コード 内   容 

１０７ 大腸内視鏡検査（カプセル型内視鏡）   

１０８ 皮膚灌流圧測定   

１０９ シャトルウォーキングテスト   

１１０ 
気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検
査 

  

１１１ ＥＧＦＲ遺伝子検査（血漿）   

１１２ 小腸内視鏡検査（バルーン内視鏡）   

１１３ 回腸嚢ファイバースコピー   

２０１ ＣＴ撮影、ＭＲＩ撮影   

３０１ 歯周組織検査   
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別紙９－１ 

 

レセプト表示用記号コード表 

コード 表示 備考 コード 表示 備考 

００ 
 レセプト表示用記号に関

係しない調剤行為 

６０ 剤調Ａ  

６１ 剤調Ｂ  

１０ 菌  ６２ 緊訪Ａ  

１１ 麻  ６３ 緊訪Ｂ  

１２ 向  ６４ 支  

１３ 覚原  ６５ 訪Ｂ  

１４ 毒  ６６ 緊訪  

１５ 時  ６７ 緊共  

１６ 特  ６８ 退共  

１７ 休  ６９ 吸  

１８ 深  ７０ 特管  

１９ 自  ７１ 在  

２０ 予  ７２ 乳  

２１ 計  ７３ 特管Ａ  

２３ 困  ７４ 特管Ｂ  

２４ 同  ７５ 調後  

２５ 後減  ７６ 薬Ａ  

２６ 薬オ  ７７ 薬Ｂ  

２７ 薬特オ  ７８ 基Ａ  

３０ 包  ７９ 基Ｂ  

４０ 夜  ８０ 基Ｃ  

４１ 基Ｅ後減  ８１ 基Ｄ  

４２ 薬他Ａ  ８２ 基Ｅ  

４３ 薬他Ｂ  ８３ 在オ  

４４ 薬他Ｃ  ８４ 経  

４５ 薬３Ａ  ８５ 薬Ｃ  

４６ 薬３Ｂ  ８８ 薬指  

４７ 薬３Ｃ  ８９ 薬包  

４８ 薬特Ａ  ９０ 同妥減  

４９ 薬特Ｂ  ９１ 妥減  

５０ 薬特Ｃ  ９２ 地支  

５１ 防Ａ  ９３ 後Ａ  

５２ 防Ｂ  ９４ 後Ｂ  

５３ 剤調  ９５ 後Ｃ  

５４ 訪Ｃ  ９６ 基Ａ後減  

５５ 服Ａ  ９７ 基Ｂ後減  

５６ 服Ｂ  ９８ 基Ｃ後減  

５７ 訪Ａ  ９９ 基Ｄ後減  

５８ 在防Ａ     

５９ 在防Ｂ     
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別紙９－２ 

 

点数計算 

 

１ 「％減算」の点数計算の例 

 複数の医療機関から交付された処方箋を同時に受付けた場合、当該処方箋のうち、受付が２回目以

降の調剤基本料は、処方箋の受付１回につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。 

 

① 調剤行為マスターの設定内容 

調剤行為 

コード 
漢字名称 

新又は現点数 

点数識別 

新又は現点数 

(基本点数) 

410004110 調剤基本料１ 3：点数（プラス） 42.00 

460000980 調剤基本料（１００分の８０） 6：％減算 80.00 

 

② 電子レセプトの記録内容 

レコード 

識別情報 
調剤料コード 点数 加算料コード 点数 

ＫＩ 410004110 42 460000980 8 

 

③ 点数計算式（減算する点数の計算式） 

             ８０ 

  ４２点 ― （４２×――――― ＝ ８．４点（四捨五入） ＝ ８点 

            １００ 

 

１ 点数計算の設定例 

調剤行為マスターに設定する項番１１「調剤数量計算フラグ」と項番１２「新又は現点数（基本点

数）」から項番１８「上下限エラー処理」の「点数計算」の設定例は、次のとおりである。 

項 番 １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

 
          調剤行為マスター 
               設定項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   調剤行為 

調
剤
数
量
計
算
フ
ラ
グ 

点 数 計 算 

新
又
は
現
点
数
（
基
本
点
数
）
※ 

き
ざ
み
値
計
算
識
別 

下
限
値 

上
限
値 

き
ざ
み
値 

き
ざ
み
点
数
※ 

上
下
限
エ
ラ
ー
処
理 

内服薬調剤料 
１４日分以下の場合 
（７日目以下の部分） 

１  ５００ １ ００１ ００７ １ ５００ ０ 

内服薬調剤料 １ ３９００ １ ００８ ０１４ １ ４００ ０ 
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１４日分以下の場合 
（８日目以上の部分） 

内服薬調剤料 
１５日分以上２１日分以下の場合 

１ ６７００ ０ ０１５ ０２１ ０   ０ ０ 

内服薬調剤料 
２２日分以上３０日分以下の場合 

１ ７８００ ０ ０２２ ０３０ ０   ０ ０ 

内服薬調剤料 
３１日分以上の場合 

１ ８６００ ０ ０３１ ９９９ ０   ０ ０ 

屯服薬調剤料 ０ ２１００ ０ ０００ ９９９ ０   ０ ０ 

注 「内服薬調剤料」及び「湯薬調剤料」以外は、すべて「屯服薬調剤料」と同様の設定となる。 

※ 下２桁を小数点以下とする。 

 

２ 点数計算の設定例 

調剤行為マスターに設定する項番１１「調剤数量計算フラグ」と項番１２「新又は現点数（基本点

数）」から項番１８「上下限エラー処理」の「点数計算」の設定例は、次のとおりである。 

項 番 １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

 
        調剤行為マスター 
            設定項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   調剤行為 

調
剤
数
量
計
算
フ
ラ
グ 

点 数 計 算 

新
又
は
現
点
数
（
基
本
点
数
）
※ 

き
ざ
み
値
計
算
識
別 

下
限
値 

上
限
値 

き
ざ
み
値 

き
ざ
み
点
数
※ 

上
下
限
エ
ラ
ー
処
理 

湯薬調剤料 
（７日分以下の場合） 

１ １９０００ ０ ００１ ００７ ０   ０ ０ 

湯薬調剤料 
（８日分以上２８分以下の場合） 

１ ２００００ １ ００８ ０２８ １ １０００ ０ 

湯薬調剤料 
（２９日分以上の場合） 

１ ４００００ ０ ０２９ ９９９ ０   ０ ０ 

屯服薬調剤料 ０ ２１００ ０ ０００ ９９９ ０   ０ ０ 

注 「内服薬調剤料」及び「湯薬調剤料」以外は、すべて「屯服薬調剤料」と同様の設定となる。 

※ 下２桁を小数点以下とする。 

 

２ 点数の計算方法 

点数の計算式は、次のとおりとなる。 

⑴ 調剤数量による計算を行わない調剤行為 

項番１１「調剤数量計算フラグ」が「０」の調剤行為は、項番１２「新又は現点数（基本点数）」

を算定する。 

⑵ 調剤数量に対応した調剤行為の点数を算定し、きざみ値の計算は行わない調剤行為 

項番１１「調剤数量計算フラグ」が「１」で、項番１３「きざみ計算識別」が「０」の調剤行為

は、項番１４「下限値」と項番１５「上限値」の設定値内の調剤数量である調剤料の項番１２「新
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又は現点数（基本点数）」を算定する。 

⑶ 調剤数量により、きざみ値の計算を行う調剤行為 

項番１３「きざみ値計算識別」が「１」の調剤行為は、きざみ値による点数の計算を、次のとお

り行う。 

 

〈計算式〉 

 算定点数 ＝ 基本点数 ＋ { ( 電子レセプトに記録した調剤数量 － 下限値 ) 

         ÷ きざみ値 × きざみ点数 } 

 

        ：切り上げ      ：四捨五入 

 

３ 点数の計算方法 

点数の計算式は、次のとおりとなる。 

⑴ 調剤数量による計算を行わない調剤行為 

項番１１「調剤数量計算フラグ」が「０」の調剤行為は、項番１２「新又は現点数（基本点数）」

を算定する。 

⑵ 調剤数量に対応した調剤行為の点数を算定し、きざみ値の計算は行わない調剤行為 

項番１１「調剤数量計算フラグ」が「１」で、項番１３「きざみ計算識別」が「０」の調剤行為

は、項番１４「下限値」と項番１５「上限値」の設定値内の調剤数量である調剤料の項番１２「新

又は現点数（基本点数）」を算定する。 

⑶ 調剤数量により、きざみ値の計算を行う調剤行為 

項番１３「きざみ値計算識別」が「１」の調剤行為は、きざみ値による点数の計算を、次のとお

り行う。 

 

〈計算式〉 

 算定点数 ＝ 基本点数 ＋ { ( 電子レセプトに記録した調剤数量 － 下限値 ) 

         ÷ きざみ値 × きざみ点数 } 

 

        ：切り上げ      ：四捨五入 

 

３ 点数計算の具体例 

内服薬を１０日分調剤した場合の調剤料の計算例は、次のとおりである。 

① 項番１４「下限値」と項番１５「上限値」内の調剤日数である内服薬調剤料を決定する。 
  本例では、内服薬を１０日分調剤していることから、基本点数は「内服薬調剤料１４日分以

下の場合（８日目以降の部分）」が該当する。 
 
② 計算式 
 
   基本点数（３９点）  ＋（ 電子レセプトに記録した調剤数量（１０日分） 
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             －  下限値（８日） ）÷  きざみ値（１日） 
 
             ×  きざみ点数（４点） ＝  請求点数（４７点） 
 
③ 前②の計算式により、請求点数は４７点となる。 

 

４ 点数計算の具体例 

湯薬を１０日分調剤した場合の調剤料の計算例は、次のとおりである。 

① 項番１４「下限値」と項番１５「上限値」内の調剤日数である湯薬調剤料を決定する。 
  本例では、湯薬を１０日分調剤していることから、基本点数は「湯薬調剤料（８日分以上２

８日分以下の場合）」が該当する。 
 
② 計算式 
 
   基本点数（２００点）  ＋（ 電子レセプトに記録した調剤数量（１０日分） 
 
             －  下限値（８日） ）÷  きざみ値（１日） 
 
             ×  きざみ点数（１０点） ＝  請求点数（２２０点） 
 
③ 前②の計算式により、請求点数は２２０点となる。 
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別紙９－３ 

 

調剤行為種類（２）コード表 

 

  

コード 調剤行為種類 

００ 特別な条件のない調剤行為 

０１ 一包化加算 

０２ 計量混合調剤加算 

０３ 自家製剤加算 

０４ 無菌製剤処理加算 

０６ 内服薬調剤料 

１２ 調剤基本料（長期投薬）（２回目以降の分割調剤） 

１３ 浸煎薬調剤料 

１４ 湯薬調剤料 

１６ 在宅患者訪問薬剤管理指導料 

１７ 調剤基本料（後発医薬品）（２回目の分割調剤） 

１８ 薬剤服用歴管理指導料 

１９ 薬剤服用歴管理指導料の加算 

２３ 外来服薬支援料 

２４ 退院時共同指導料 

２７ 特定薬剤管理指導加算１（薬剤服用歴管理指導料） 

２９ 在宅患者調剤加算 

３０ 在宅患者調剤加算対象薬学管理料 

３２ かかりつけ薬剤師指導料 

３３ かかりつけ薬剤師指導料の加算 

３４ かかりつけ薬剤師包括管理料 

３５ 服薬情報等提供料 

５０ 調剤基本料減算（１００分の５０） 

５３ 調剤基本料減算（分割回数減算） 

５４ 薬剤服用歴管理指導料の特例 

５５ 服用薬剤調整支援料 

５６ 調剤基本料減算（１００分の８０） 

５７ 調剤基本料減算（１００分の８０・１００分の５０） 

５８ 調剤基本料減算（後発医薬品減算） 

５９ 特定薬剤管理指導加算２（薬剤服用歴管理指導料） 

６０ 服用薬剤調整支援料２ 

６１ 在宅患者オンライン服薬指導料 

６２ 経管投薬支援料 

６３ 特定薬剤管理指導加算１（かかりつけ薬剤師指導料） 

６４ 特定薬剤管理指導加算２（かかりつけ薬剤師指導料） 
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別紙９－４ 

 

施設基準コード 

 

１ 施設基準コード表 

コード 名  称 

０００ 施設基準に関係しない調剤行為 

４０１ 無菌製剤処理加算 

４０２ 在宅患者訪問薬剤管理指導 

４０８ 在宅患者調剤加算 

４１２ 後発医薬品調剤体制加算１ 

４１３ 後発医薬品調剤体制加算２ 

４１６ 調剤基本料１ 

４１７ 調剤基本料２ 

４２１ 調剤基本料１（注１ただし書き） 

４２４ 
かかりつけ薬剤師指導料 

かかりつけ薬剤師包括管理料 

４２５ 調剤基本料３・イ 

４２６ 調剤基本料３・ロ 

４２７ 地域支援体制加算 

４２８ 後発医薬品調剤体制加算３ 

４２９ 薬剤服用歴管理指導料４ 

４３０ 特定薬剤管理指導加算２ 

 

２ 施設基準コードの設定要領 

「施設基準」項目は、項番３１「施設基準①」から項番４０「施設基準⑩」までの最大１０項目に

施設基準コードを設定する。 

項番３１「施設基準①」から項番４０「施設基準⑩」は、３つのグループに区分され、グループ①

は「施設基準①～⑥」の６項目、グループ②は「施設基準⑦～⑨」の３項目、グループ③は「施設基

準⑩」の１項目で構成する。 

グループ内（グループ①の場合は「施設基準①～⑥」の６項目を指す。）に設定した施設基準コー

ドは、いずれかの施設基準を満たしている場合に算定できる調剤行為となる。 

また、グループ間（グループ①、グループ②及びグループ③を指す。）に設定した施設基準コード

は、グループ間の施設基準を、いずれも満たしている場合に算定できる調剤行為となる。 

なお、「施設基準①～⑥」、「施設基準⑦～⑨」及び「施設基準⑩」の各区分内の設定値が、すべ

て「０００」の場合は、施設基準の条件から除かれるコードである。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ファイルレイアウト  

 
 



 

〈医薬品マスター〉 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ マスター種別 英数 １ １ Ｙ：固定 

３ 医薬品コード 数字 ９ ９  

 医薬品名・規格名  

４  漢字有効桁数 数字 ２ ２  

５  漢字名称 漢字 ３２ ６４  

６  カナ有効桁数 数字 ２ ２  

７  カナ名称 英数ｶﾅ ２０ ２０  

 単位  

８  コード 数字 ３ ３  

９  漢字有効桁数 数字 １ １  

１０  漢字名称 漢字 ６ １２  

 新又は現金額  

１１  金額種別 数字 １ １  

１２  新又は現金額 数字 １３ １３ 整数部「１０７桁」、小数点「１桁」

及び小数部「２桁」の組合せで設定 

１３ 予備 数字 ２ ２ 未使用 

１４ 麻薬・毒薬・覚醒剤原料・向精神

薬 

数字 １ １  

１５ 神経破壊剤 数字 １ １  

１６ 生物学的製剤 数字 １ １  

１７ 後発品 数字 １ １  

１８ 予備 数字 １ １ 未使用 

１９ 歯科特定薬剤 数字 １ １  

２０ 造影（補助）剤 数字 １ １  

２１ 注射容量 数字 ５ ５  

２２ 収載方式等識別 数字 １ １  

２３ 商品名等関連 数字 ９ ９  

 旧金額  

２４  金額種別 数字 １ １  

２５  旧金額 数字 １３ １３ 整数部「１０７桁」、小数点「１桁」

及び小数部「２桁」の組合せで設定 

２６ 漢字名称変更区分 数字 １ １  

２７ カナ名称変更区分 数字 １ １  

２８ 剤形 数字 １ １  

２９ 予備 英数 ４９ ４９ 未使用 

３０ 変更年月日 数字 ８ ８  

３１ 廃止年月日 数字 ８ ８  

３２ 薬価基準収載医薬品コード 英数 １２ １２  

３３ 公表順序番号 数字 ９ ９  

３４ 経過措置年月日又は商品名医薬

品コード使用期限 

数字 ８ ８  

３５ 基本漢字名称 漢字 １００ ２００  

 ※ 項目間の区切り文字は「，」（カンマ）を使用。 

   数字モードは前ゼロを省略。 

 



 

〈特定器材マスター〉 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ マスター種別 英数 １ １ Ｔ：固定 

３ 特定器材コード 数字 ９ ９  

 特定器材名・規格名  

４  漢字有効桁数 数字 ２ ２  

５  漢字名称 漢字 ３２ ６４  

６  カナ有効桁数 数字 ２ ２  

７  カナ名称 英数ｶﾅ ２０ ２０  

 単位  

８  コード 数字 ３ ３  

９  漢字有効桁数 数字 １ １  

１０  漢字名称 漢字 ６ １２  

 新又は現金額  

１１  金額種別 数字 １ １  

１２  新又は現金額 数字 １３ １３ 整数部「１０７桁」、小数点「１桁」

及び小数部「２桁」の組合せで設定 

ただし、金額種別が「４」の場合は整

数部のみ 

１３ 予備 数字 １ １ 未使用 

１４ 年齢加算区分 数字 １ １  

 上下限年齢  

１５  下限年齢 英数 ２ ２ 桁数固定 

１６  上限年齢 英数 ２ ２ 桁数固定 

 旧金額  

１７  金額種別 数字 １ １  

１８  旧金額 数字 １３ １３ 整数部「１０７桁」、小数点「１桁」

及び小数部「２桁」の組合せで設定。 

ただし、金額種別が「４」の場合は整

数部のみ 

１９ 漢字名称変更区分 数字 １ １  

２０ カナ名称変更区分 数字 １ １  

２１ 酸素等区分 数字 １ １  

２２ 特定器材種別 数字 １ １  

２３ 上限価格 数字 １ １  

２４ 上限点数 数字 ７ ７  

２５ 予備 英数 ８５ ８５ 未使用 

２６ 公表順序番号 数字 ９ ９  

２７ 廃止・新設関連 数字 ９ ９  

２８ 変更年月日 数字 ８ ８  

２９ 経過措置年月日 数字 ８ ８  

３０ 廃止年月日 数字 ８ ８  

 告示番号  

３１  別表番号 数字 ２ ２  

３２  区分番号 数字 ３ ３  

３３ ＤＰＣ適用区分 数字 １ １  

 



 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

３４ 予備 英数 １０ １０ 未使用 

３５ 予備 英数 １０ １０ 未使用 

３６ 予備 英数 １０ １０ 未使用 

３７ 基本漢字名称 漢字 １５０ ３００  

 ※ 項目間の区切り文字は「，」（カンマ）を使用。 

   数字モードは前ゼロを省略。 

 



 

〈コメントマスター〉 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備    考 

１ 変更区分 数字 １ １  

２ マスター種別 英数 １ １ Ｃ：固定 

３ 区分 数字 １ １ ８：固定 

４ パターン 数字 ２ ２  

５ 一連番号 数字 ６ ６  

 コメント文  

６  漢字有効桁数 数字 ３２ ３２  

７  漢字名称 漢字 １５０３

２ 

３００６

４ 

 

８  カナ有効桁数 数字 ２ ２  

９  カナ名称 英数ｶﾅ ２０ ２０  

１０ 

～ 

１７ 

レセプト編集情報①～④ 繰り返し：４ 

（未使用部分は各項目に「０：ゼロ」

を設定） 

 カラム位置 数字 ２ ２  

 桁数 数字 ２ ２  

１８ 予備 数字 １ １ 未使用 

１９ 予備 数字 １ １ 未使用 

２０ 選択式コメント識別 数字 １ １  

２１ 変更年月日 数字 ８ ８  

２２ 廃止年月日 数字 ８ ８  

２３ コメントコード 数字 ９ ９ 先頭「８」（固定）＋項番４「パターン」

＋項番５「一連番号」（ゼロパディング

した６桁）の組合せで設定。 

２４ 公表費順序番号 数字 ９ ９  

２５ 予備 数字 １ １ 未使用 

２６ 予備 数字 １ １ 未使用 

２７ 予備 数字 １ １ 未使用 

２８ 予備 数字 １ １ 未使用 

２９ 予備 数字 １ １ 未使用 

３０ 予備 数字 １ １ 未使用 

 ※ 項目間の区切り文字は「，」（カンマ）を使用。 

   数字モードは前ゼロを省略。 

 



 

〈医科診療行為マスター〉 

項 番 項 目 名 モード 桁 数 バイト数 備     考 

      

１２２ 超音波切削除機器加算 数字 １ １  

      

 ※ 項目間の区切りは「，」（カンマ）を使用。 

   数字モードは前ゼロを省略。 

 

 


